
思いやりと笑顔あふれる〃レ ・コードなまち〃にいかっぷ

第６次新冠町総合計画



新 冠 町 

 開  町  明治 14（1881）年 9月 1日 

 町制施行  昭和 36（1961）年 9月 1日 

■にいかっぷ町名の由来  

 この地は、はじめ「ピポク」（岩の陰）の名で呼ばれていましたが、文化 6年「ニカプ」

（楡）に改められ、これに新冠の文字を当てて地名となりました。 

 この地に住むアイヌが「ニカプ」（楡）の皮で作った着物を着ていて、その色が茶褐色

を帯びた特有のものであったからだといいます。 

■町章（町旗）：昭和 43（1968）年 3月 21 日制定 

［制定の趣旨］ 

  北海道 100 年記念及び新冠町開町 87 年を記念し

て、われわれの先駆者たちが理想高き開拓者精神を

もって、きびしい大自然を切り開き、たゆまぬ努力を

積み重ねて今日の新冠町を築き上げ、さらに近代化

の理想にむかって躍進しようとしている新冠町を象

徴し、誇りと親しみをもって広く町民に愛用される

新冠町章及び新冠町旗を制定したものです。 

[デザインの説明] 

  開拓具、馬の蹄、船の錨、王冠、北のイメージを現代的に表現し、力強く躍進する新冠

町の未来を象徴したものです。 

  開拓具は開拓者精神を、馬の蹄は馬産地王国を、船の錨は海の幸、王冠は新冠の「かん

むり」を表し、これらを 4個組み合わせて北海道の「北」を形作り、町民の平和と団結、

先端の鋭針は限りなく躍進する新冠町を表現しています。 

■新冠町民憲章：昭和 51（1976）年 9月 28 日制定 

  わたくしたちは、日高の秀峰幌尻岳をのぞみ、緑ゆたかな大地と、茫洋たる太平洋には

ぐくまれた新冠の町民です。 

  わたくしたちは、先人の開拓精神を受けつぎ、たくましく未来に向って躍進する住みよ

いまちをつくるため、この憲章を定め、実行します。 

一、いつも、丈夫なからだをつくり、いきいきと働く町にします。 

一、いつも、明るいあいさつをかわし、きまりを守る町にします。 

一、いつも、たがいにはげまし合い、助け合う町にします。 

一、いつも、すすんで学び、文化の高い町にします。 

一、いつも、まわりを美しくし、自然を大切にする町にします。 



思いやりと笑顔あふれる〃レ・コードなまち〃 

新冠町では、その時代における社会情勢や課題、まち

づくりの指針として昭和 47 年に第 1 次となる「豊かな

新冠町を造る計画」を策定して以来、これまで 5次にわ

たる計画を策定し、郷土「新冠町」の将来を元気でいき

いきした個性豊かな地域とするまちづくりを推進してまいりました。 

この間、地方自治体を取り巻く社会情勢は目まぐるしく変化し、急速に進

む人口減少や少子高齢化をはじめ、地域経済の活性化、防災・減災対策、町

民ニーズの多様化など多岐にわたる課題を抱えております。 

このような中、これまでのまちづくりをさらに推し進めるとともに、新た

な行政課題に取り組むため、この度、令和 2 年度を初年度とし、計画期間を

10 年間とする「第 6次新冠町総合計画」を策定いたしました。 

本計画では、まちづくりの将来像を「思いやりと笑顔あふれる〃レ・コー

ドなまち〃にいかっぷ」として、まちづくりの基本方向や基本施策を示し、

本町の総合的かつ計画的な行政運営や町民と行政の協働によるまちづくり

の指針として位置づけております。 

今後は、具体的な取組みを町民の皆さまと積極的に展開し、たくましく未

来に向って躍進するまち、これからも住み続けたい、住んでみたいまち新冠

町の実現に向け取り組んでまいりますので、より一層のご理解ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました豊かな新冠町を造る

計画委員会委員及び町議会議員の皆さま、パブリックコメントを通じて貴重

なご意見・ご提言をお寄せいただきました町民の皆さま、関係各位に対し、

この場をお借りして心より感謝を申し上げます。 

令和 2年 3月 

新冠町長 鳴 海 修 司 
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１ 計画策定の趣旨 

本町は平成 22（2010）年度を初年度とし、計画期間を 10 年とする「第 5

次新冠町総合計画」を策定し、これに沿って様々な施策や事業を展開しなが

ら、「笑顔あふれる〃レ・コードなまち〃にいかっぷ」をまちづくりの将来像

として発展をめざしてきました。 

この間、我が国は本格的な人口減少時代へ突入し、総人口は平成20（2008）

年をピークに減少を続け、老年人口（65 歳以上）は団塊ジュニア世代が高齢

者となる令和 22（2040）年頃にピークを迎えることとなります。社会保障費

等の増大によって、経済、雇用などあらゆる面において厳しい社会情勢が想

定されることから、本町においても少子高齢化の進行と人口減少や地域産

業・経済の低迷など諸課題への対応に加え、高度情報化や防災・減災対策、

行財政改革など、時代の潮流を的確にとらえながら、本町の独自性を生かし

た創意工夫、町民と行政が一体となって各種施策に取組み、たくましく未来

に向って躍進するまち、これからも住み続けたい、住んでみたいまち「新冠

町」を築いていかなければなりません。 

このことから、令和元（2019）年度をもって終了する現計画に続き、町民

と行政の協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、まちづく

りの基本的な考え方を示す、新たな「新冠町総合計画」を策定するものです。 

２ 計画の性格 

この計画は、これまでの第 5次新冠町総合計画の取組みや視点を継続した

令和 2（2020）年度から令和 11（2029）年度における今後 10 年間の最上位

計画であり、次の役割を持ちます。 

① 計画的に行政運営を行うための指針です。 

② 町民と行政の協働のまちづくりを確立し、あるべき将来像の実現に向け

て行動するための指針です。 

③ 国・道・関係機関等に対して、新冠町のまちづくりの意思を示すための

指針です。 
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３ 計画の構成 

    第 6 次新冠町総合計画は、基本構想と基本計画によって構成します。 

    なお、基本計画で定めた施策を具体化するために、別に実施計画を策定

します。 

（１）基本構想 

まちづくり将来像やまちづくりの基本的な考え方、基本方向を示すと 

ともに、基本計画の指針となるものです。 

（２）基本計画 

基本構想で定めた将来像とまちづくりの方向を踏まえて、その実現に必 

要な施策・事業を体系的に定め、その内容を示します。 

（３）実施計画 

基本計画で定めた施策を具体化するための計画であり、毎年度の予算 

編成及び行政運営の指針となります。 

計画期間は 3年間で、社会情勢や財政状況を踏まえ毎年度見直しと調整

を加えるローリング方式で進行管理をしていきます。 

４ 計画の期間 

令和 2（2020）年度を初年度とし、令和 11（2029）年度までの 10 年間

とします。 

≪計画構成と期間≫ 

年度 
R2 

2020

R3 

2021

R4 

2022

R5 

2023

R6 

2024

R7 

2025

R8 

2026

R9 

2027

R10

2028

R11

2029

基本構想 

基本計画 

実施計画 

10 年間 

10 年間 

3 年間 

3 年間 

3 年間 以降 3年ごとローリング
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５ 町の概況 

（１）位置、地勢、面積 

本町は、北海道の南部、日高振興局管内のほぼ中央に位置し、東側は新

ひだか町と丘陵性大地によって接し、西側は厚別川を境界に日高町と接

しています。北側は「日高山脈襟裳国定公園」の主峰、幌尻岳（2,052ｍ）

を擁する日高山脈を境界として十勝総合振興局管内に連なり、南側は太

平洋に面し、全体として北東から南西にのびる帯状の行政区域となって

おり、面積は 585.81 ㎢でその約 71％を山林が占めています。 

（２）気象 

本町は海洋性気候に属し、年間平均気温は 8.4 度で夏は涼しく、最深積

雪量は 25 ㎝程度と冬は温暖で、年間を通して過ごしやすい気象条件とな

っています。 

（３）人口と世帯数 

    本町の人口は、昭和 35（1960）年国勢調査の 11,166 人（世帯数 2,173

世帯、1世帯当たり人員 5.1 人）をピークに減少を続けています。 

    直近の平成 27（2015）年国勢調査総人口は 5,592 人（世帯数 2,405 世

帯、1世帯当たり人員 2.2 人）で、人口減少とは逆に世帯数が増加してお

り、高齢化等による単身世帯の増加と核家族化が進行しているといえま

す。 

６ 時代の潮流 

（１）人口減少と少子高齢化社会 

    日本の総人口は、平成27（2015）年の国勢調査において減少に転じて

おり、本格的な人口減少時代へと突入しています。 

    人口減少と少子高齢化の進行は、生産年齢人口の減少や消費の縮小に

伴う地域の活力の低下を招くほか、年金をはじめとする社会保障制度の

維持が困難となるなど、社会経済全般にわたり多大な影響をもたらすこ

とが懸念されており、人口減少に歯止めをかけるとともに、時代の変化

に対応した様々な施策を展開していく必要があります。 
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（２）高度情報化社会の進展 

    インターネットや携帯端末などに代表される情報通信技術の飛躍的な

発展により、誰もがいつどこにいても欲しい情報を容易に取得すること

が可能となり、産業分野など社会経済全般にわたって大きな変革をもた

らしています。 

行政分野においても、防災や教育、医療、保健、福祉など様々な業務

における町民サービスの向上や事務の効率化に寄与することが期待され

ており、個人情報の保護や安全性の確保、情報格差への対策などにも十

分に配慮しながら、積極的な活用が進められています。 

（３）安全安心に対する意識の高まり 

    平成23（2011）年3月11日に発生した東日本大震災、平成30（2018）

年9月6日に発生した胆振東部地震のような大規模地震や、想定を大きく

上回る台風被害、局地的豪雨などの大きな自然災害がたびたび発生し、

全国各地に大きな被害をもたらしています。また、高齢者を狙った詐欺

事件やインターネットによる犯罪など日常生活におけるリスクは拡大か

つ複雑化しており、防災や安全・安心に対する危機意識は従来にないほ

ど高まっています。 

    誰もが地域で安心して暮らすことのできるよう、行政による「公助」は

もとより、自ら守る「自助」とみんなで守る「共助」への意識や対応力を

高めていくため、地域住民や関係機関などとも連携した取組みが必要と

なります。 

（４）地方分権と行財政改革 

国と地方は対等・協力の関係にあるという考えのもと、一連の地方分権

改革によって権限や財源の移譲等が進められており、町民に最も身近な

行政主体である市町村が多様化するニーズに対応した特色ある地域づく

りを進めるとともに、自立した行政運営を確立することが求められてい

ます。 

加えて、小規模市町村の財政状況が厳しさを増す中、将来にわたって

持続可能なまちづくりを進めるため、行財政改革を積極的に推進し、健

全な財政運営を堅持することが重要となります。 
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７ 町の主要課題 

     時代の潮流を踏まえつつ、町の発展に向けた主要な課題を整理すると、

次のとおり挙げることができます。 

（１）人口の減少 

    人口減少問題はもはや地方だけの問題ではなく、国全体の問題として

取り組むべき課題となっていますが、今後も若年層の流出、少子高齢化の

影響による人口減少が続くものと見込まれることから、本町の魅力を積

極的に発信し、行政・町民が一体となって外国人も含めた共生可能な人口

確保対策に取り組む必要があります。 

（２）防災・減災体制の構築 

    東日本大震災や胆振東部地震のような人々の暮らしを一変させる大型

地震や経験したことのないような大型台風による被害など、近年発生す

る自然災害は深刻さを増しています。 

    今後も地域防災計画をはじめとした各計画の充実・改善を図り、防災・

減災に努めるとともに、従前の被害想定にとらわれることのない準備と

体制の構築が必要となります。 

（３）地域福祉の充実 

    人口減少が急速に進む中、高齢化・核家族化は着実に進行しており、将

来的には山間部などにおいて急激な高齢化等に直面することが想定され、

それに伴う要支援・要介護認定者や一人暮らしの高齢者世帯の増加が見

込まれています。 

このため、高齢者や障がいのある方、子どもなど支援を必要とする方々

を地域で支える体制を整備し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせ

るまちづくりの実践が必要となります。 

（４）地域産業の活性化 

    本町の基幹産業である農業をはじめ、各産業では経営者の高齢化や後

継者不足が顕著であり、経営体の減少や経営基盤の弱体化は地域の経済

やコミュニティの低下にも影響を及ぼします。 

地域産業を活性化し、産地としての発展や活力を維持していくために 

は、引き続き担い手の育成・確保はもとより、異業種間での連携や新技

術・新サービスの導入、新分野への進出などの取組みが必要となります。 
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（５）高度情報化社会への対応 

    飛躍的に技術革新が進む情報化社会において、幅広い分野での活用が

図られており、本町でも産業振興をはじめ様々な利活用が求められてい

ます。 

町内全域で超高速ブロードバンドサービスを受けられる環境が構築さ

れることから、情報通信基盤を最大限活用しながら産業、教育、観光など

様々な分野の振興をより一層図っていく必要があります。 

（６）地域公共交通の維持・確保 

    現在、特に地方において高齢者の運転免許証の返納や路線バス事業者

の輸送人員減少と事業収支の悪化、運転手不足といった問題が顕著とな

っています。 

このような中、本町においても公共交通を必要とする町民が増加して

いくと想定されることから、今後はより効率的な地域公共交通の維持・確

保が必要となります。 

（７）地球環境の保全 

  世界的な人口増加や地球温暖化に伴う気候変動、プラスチックごみに

よる海洋汚染、生態系の破壊など、地球規模の危機であると同時に地域

課題とも密接に関わる問題が生じています。 

これらの問題は一人ひとりが影響を受けると同時に、その原因者とも

なっているため、継続した再生可能エネルギーの利用や省エネルギー、

脱炭素の取組みが必要であり、環境へ負荷の少ない循環型社会の実現の

ため、地域・家庭・事業者及び行政がそれぞれの立場で行動していくこ

とが必要となります。 

（８）明るい未来への人づくり 

    加速する人口減少やグローバル化の進展、人の価値観やライフスタイ

ルの多様化など、社会が激しく変化し、将来の予測が難しい時代において、

教育に課せられる課題は複雑化しています。 

子どもたちが様々な困難を乗り越え、未来へとたくましく歩みを進め

られるよう、学校・家庭・地域・行政が一体となり子どもの成長を支える

とともに、レ・コード館を拠点として町民一人ひとりが生涯にわたり、豊

かな学びと活動を展開できる教育の振興・発展が必要となります。 
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（９）財政健全化の推進 

    町財政は、自主財源が限られている中、人口の減少などにより大幅な税

収の増加が期待できない社会状況に加え、少子高齢化の進行に伴う社会

保障費等の増加により、一層厳しい状況が見込まれます。このため、財源

の確保に最大限努力する一方、事務事業の必要性を検証し、真に必要な分

野に限られた財源を重点的かつ効率的に配分することを基本とした財政

運営が重要となります。 

８ 「レ・コード」の定義と総合計画への反映 

♪「レ・コード」の定義 

20 世紀の音楽遺産であるアナログレコードの収集から端を発した「レ・

コード＆音楽によるまちづくり」は、平成 30（2018）年 5月に収集枚数 100

万枚を突破し、単なるレコードを活用したまちおこしだけではなく、「レ

コード／RECORD」を「レ・コード／RE・CORD」と表記し、RE はその頭文字

からなるリターン（帰る）、リメンバー（思い出）、リラックス（くつろぐ）、

リフレッシュ（回復）などの言葉を指し、CORD はラテン語で「心」という

意味で、これらを組み合わせた「レ・コード」は、「大切な心に帰る・心の

再生」、さらには、「やさしさ・いやし・ゆとり・やすらぎ」など大きな意

味の広がりを持つ言葉（造語）として、本町が独自に生み出したものです。 

♪総合計画への反映 

    新しい総合計画においては、第 5次新冠町総合計画に引き続き「レ・コ

ード」をまちづくりの原点として位置づけ、あらゆる施策の根底には「レ・

コード」の持つ意味や精神が反映されています。 

    そして、第 6次新冠町総合計画の推進を通じて、「レ・コード」という

言葉とその持つ意味をまち全体に浸透させ、様々な視線の先に「レ・コー

ド」を追求する活動や取組みが活発に展開され、それらをまちづくりの推

進力へと進化させることが必要です。 

レ・コード

ＲＥ（再生）・ＣＯＲＤ（心）

心の回復、心の再生、大切なものに帰る心
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基本構想 

第１章 まちづくりの基本方向 

１ まちづくり将来像 

   第 4 次新冠町総合計画策定の際、初めてレ・コードが意味する“心の再

生・回復”、現代において失われつつある本来の大切な価値である「心・

やさしさ・いやし・ゆとり・やすらぎ」が実感できるまちを「レ・コード

なまち」と定義しています。 

そのジャンプアップとされる第 5次新冠町総合計画では、「レ・コード」

の持つ意味は、これから先も変わることのない「まちづくりの原点」とし

て広く町民に浸透を図り、育むことが重要と位置づけており、これまでの

町の歩みと成果を継承し、すべての町民が健康で楽しくいきいきと暮らし、

笑顔があふれる新冠町の創造に向けたまちづくりの将来像として定めて

います。 

第 6 次新冠町総合計画では、第 5 次新冠町総合計画を踏襲した中でも 

現在の社会情勢に沿った人口減少及び少子高齢化への対応を計画の基本

方針とし、町民一人ひとりに光をあて、思いやりと笑顔があふれる新冠町

の創造に向けて、まちづくり将来像を次のとおり定めます。   
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２ 主要指標 

［将来人口等の想定］ 

令和元（2019）年 令和 11（2029）年 増減数(人) 増減率(%) 

実数 ％ 想定数 ％ 実数/想定 実績/想定 

人 口 

総数 5,495 100.0 4,671 100.0 ▲ 824 0.85

0～14 歳 615 11.2 537 11.5 ▲ 78 0.87

15～64 歳 3,116 56.7 2,438 52.2 ▲ 678 0.78

65 歳以上 1,764 32.1 1,696 36.3 ▲ 68 0.96 

世 帯 世帯数 2,743 2,553 ▲ 190 0.93

  ※実数は平成 31（2019）年 3月末現在の実数です。 

  ※想定数は国立社会保障・人口問題研究所が公表している数値を基に推計 

したものです。 

（１）総人口 

    若年層の流出や少子高齢化の影響により、今後も人口の減少は続くも

のと見込まれます。国立社会保障・人口問題研究所が公表した人口推計を

基に、平成 18（2006）年度から取り組んでいる定住移住促進施策を反映

させた独自の推計により、計画最終年次における総人口を 4,671 人と推

計します。 

  （２）世帯数 

    核家族化や単身世帯の増加などにより、増加傾向で推移してきた世帯 

   数も人口減少の影響により頭打ちとなり、横ばい状態で推移するものと 

   見込まれ、計画最終年次における総世帯数を 2,553 世帯と想定します。 
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資料：国勢調査、R2（2020）以降は推計 

  （３）年齢別人口構成 

    これまで同様、若年層の流出、出生率の低下や長寿命化による少子高齢

化が進み、計画最終年次における総人口 4,671 人の年齢別構成を年少人

口（0～14 歳）が 537 人で 11.5％、生産年齢人口（15～64 歳）が 2,438

人で 52.2％、老年人口（65 歳以上）が 1,696 人で 36.3％と想定します。 

資料：国勢調査、R2（2020）以降は推計
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３ 土地利用の方針 

    土地は将来にわたって限られた資源であるとともに、町民の生活や産

業経済活動などの共通の基盤となるもので、その利用の在り方は、まちの

発展や町民生活の向上と深い関わりを持ちます。 

    このことから、合理的で計画的なまちづくりが進められるよう、次のと

おり基本方向を定め、土地利用の調和を図りながら適正な規制・誘導を行

います。 

土地利用の基本方向 

① 人と自然が共生する、環境にやさしい土地利用の推進 

●恵まれた自然環境と景観の保全に努め、自然の恵みを感じながら潤いのあ 

 る生活ができる土地利用に努めます。 

●人と自然が永続的に共存・共栄できる環境や美観に配慮した土地利用を進 

めます。 

② 計画性のある、高度な土地利用の推進

●土地の利用に関する法令や計画を適正に運用し、無秩序な開発を抑制しま 

す。 

  ●遊休地や低利用地の有効利用に努めます。 

  ●計画的な用途に応じた土地利用を進めます。 

③ 安全性や経済性を高める、機能的な土地利用の推進

●災害に強く、安心・安全な生活ができる土地利用に努めます。 

●交通基盤や公共施設、産業施設の適正な配置など、機能的で均衡ある発展  

 を促すような土地利用に努めます。 

④ 交流を生み出す、個性と魅力を持った土地利用の推進

●新冠町の特性や個性を生かし、観光など町外からの来訪を促すような土地 

 利用と機能の整備に努めます。 

●町民はもとより来訪者の満足度を高め、交流を促すような、町の魅力を高 

める土地利用を進めます。 
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第２章 分野別施策の方向 

１．健康で安心して暮らせるまちづくり 

（１）福祉の充実 

  少子高齢化や核家族化の進行など、社会情勢の変化や多様なニーズに対応

するため、行政と町民の協働による地域福祉推進体制の構築を図り、子育て支

援体制の充実や地域共生社会実現のための基盤整備を推進し、誰もが住み慣

れた地域でいきいきと安心して暮らせるまちづくりをめざします。 

■ 地域福祉の充実 

■ 高齢者福祉の充実 

■ 児童福祉の充実 

■ 障がい者福祉の充実 

■ 低所得者福祉の充実 

■ アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現 

（２）健康の維持増進 

  町民の健康意識を高め、充実した保健事業の提供と各種健康診断の受診率

向上や健康管理に対する指導体制の整備により、自身による健康管理及び健

康管理意識の醸成、これに対応した環境整備により予防医療を推進するとと

もに、救急医療の充実と医療・保健・福祉の連携による健康推進体制の拡充を

図り、町民一人ひとりが健康で暮らせるまちづくりをめざします。 

   ■保健の充実 

   ■医療の充実 

２．潤いある環境を創出するまちづくり 

（１）自然環境の保全 

  地球規模での環境問題が一層深刻化する中、温室効果ガス削減に対する取

組みや省エネルギー対策による地球温暖化防止への貢献に取り組むとともに、

豊かな自然環境を基軸とする新冠らしい景観の形成を図り、潤いのあるまち

づくりをめざします。 

   ■地球温暖化対策 

   ■景観の形成 
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（２）環境・衛生の向上 

  自然と共生する循環型社会の確立に向けて、ごみの減量化やリサイクル活

動、合併処理浄化槽の普及を促進するとともに、地域が主体となった環境美化

による自然環境保護意識の高揚や火葬場・墓地の適正な維持管理により、衛生

的で美しい生活環境を創出するまちづくりをめざします。 

   ■ごみ処理・リサイクルの推進 

   ■環境衛生・美化活動の推進 

   ■火葬場・墓地の維持管理 

３．快適で暮らしやすいまちづくり 

（１）社会基盤の向上 

  少子高齢化の進行やライフスタイルの変化、生活圏域の拡大などを踏まえ、

住環境や上下水道、道路など日常生活をはじめ、産業振興や地域経済を支える

社会基盤の整備を推進し、快適に暮らすことができるまちづくりをめざしま

す。 

   ■住環境の整備 

   ■上水道の整備 

   ■下水道・排水施設の整備 

   ■道路・交通網の整備 

（２）利便性の向上 

  持続可能で安定した公共交通システムの維持・継続に加え、ＪＲ日高線に代

わる新たな交通システムを確立し、「地域の足」を確保するとともに、新たに

整備される情報通信基盤を活用した産業振興や地域振興、生活環境の向上を

図り、便利で暮らしやすいまちづくりをめざします。 

   ■公共交通の確保 

   ■情報通信基盤の整備 
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基本構想 

４．安全で安心して暮らせるまちづくり 

（１）安全の確保 

  近年、激甚化している自然災害により大きな被害が頻発している中、過去の

自然災害・被災経験を生かした地域防災・減災体制及び情報伝達体制の充実や、

各関係機関と連携した危機管理体制の充実を図るとともに、保安林整備や治

山事業の推進、治山ダムや海岸の保全など関連施設の適切な維持管理により、

災害に強く安全に暮らせるまちづくりをめざします。 

   ■防災対策の強化 

   ■治山・治水の整備 

   ■海岸の保全 

（２）安心の確保 

  火災をはじめ自然災害や事故などから町民の生命・身体及び財産を守るた

め、火災予防の推進や消防体制、救命率向上を図るため救急・救助体制の充実

とともに、子どもや高齢者が交通事故や犯罪に巻き込まれないよう、交通安全

運動や防犯活動を推進し、町民が安心して暮らせるまちづくりをめざします。 

   ■消防・救急の強化 

   ■交通安全・防犯の強化 

５．力強く安定した産業づくり 

（１）農業の振興 

  農業後継者や新規就農者など担い手の育成・確保をはじめ、農業生産基盤の

整備と農地の集約化による効率的な農地利用、農作業の効率化による労働力

の軽減、質の高い農畜産物の生産拡大と高収益作物との複合化による経営の

安定化を推進し、持続的に発展する力強く安定した農業をめざします。 

   ■担い手の育成・確保 

   ■農業生産基盤の確立 

   ■稲作振興 

   ■そ菜振興 

   ■軽種馬振興 

   ■酪農振興 

   ■肉用牛振興 
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基本構想 

（２）林業の振興 

  多面的な機能を有する森林の適正な管理・保全と多様な森林整備を推進し、

持続的な森林資源の確保による安定供給とともに、人工林資源の有効活用・循

環利用による森林関連産業の育成を進め、安定した林業・林産業をめざします。 

   ■林業振興 

（３）水産業の振興 

  資源管理と漁場造成の推進とともに、漁港及び関連施設の整備促進、既存経

営体の育成及び新規漁業就業者の確保・支援により漁業経営基盤の充実を図

り、安定したつくり育てる漁業をめざします。 

   ■水産業振興 

（４）商・工業の振興 

  多様化する消費者ニーズや商・工業者を取り巻く環境に対応し、地域農業等

と連携した商業機能の向上や新技術・新サービスの導入、新規就業者支援等を

図るとともに、各種融資・補助制度の効果的な活用を促進し、商・工業の活性

化をめざします。 

   ■商・工業振興 

（５）観光の振興 

  観光ニーズに応じた多様な観光メニューの創出など、観光の魅力づくりを

推進するとともに、観光拠点施設の整備や情報の発信、様々な主体との広域間

連携を推進した観光をめざします。 

   ■観光振興 

（６）雇用環境の充実 

  起業の促進、企業誘致などを推進するとともに、各種技能訓練や技能取得を

奨励することにより、雇用機会の創出・拡大をめざします。 

   ■雇用対策 
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基本構想 

６．郷土を愛し生きる力を育む人づくり 

（１）幼・小・中教育の充実 

  幼児期から連続性のある教育の推進と保育環境の充実を図るとともに、小・

中学校における信頼される学校づくりの推進や確かな学力の育成、豊かな心

と健やかな体の育成を推進し、生きる力を育む人づくりをめざします。 

   ■教育・保育の充実 

   ■学校教育の充実 

（２）生涯教育の充実 

  町民が生涯にわたって自主的に学ぶことができるよう、個人の成長と地域

社会の発展を促す社会教育活動を積極的に推進するとともに、未来ある子ど

もたちの社会性を育み、健全な成長とライフステージに応じた生涯教育の充

実により、郷土を愛する人づくりをめざします。 

   ■社会教育の充実 

   ■青少年の健全育成 

   ■生涯スポーツの推進 

   ■郷土文化・芸術文化の推進 

７．自立したまちづくり 

（１）協働のまちづくり 

  地域における積極的かつ主体的な町民活動の促進とあわせ、広報活動と広

聴機能の充実による多様な主体と行政の協働によるまちづくりを推進すると

ともに、まちの根幹をなす人口確保対策と公有財産の積極的な有効活用によ

るまちの活性化をめざします。 

   ■まちづくりの推進 

   ■広報広聴の充実 

（２）確かな行財政の確立 

  日々変動する社会情勢において、様々な行政課題に対応した効果的かつ効

率的な行政運営と町債残高の圧縮、収納対策を推進した公平かつ効率的な財

政運営を推進するとともに、高度化・専門化する行政サービスに対応するため

町行政の枠を超えた広域行政を推進し、確かな行財政を基盤とする自立した

まちづくりをめざします。 

   ■行政運営の充実 

   ■財政運営の健全化 

   ■広域行政の推進 
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